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整 理 番 号  2023P-065 

補助事業名  2023年度 警察・消防活動に協力中の事故被害者に対する支援活動補助 

        事業 

補助事業者名  公益財団法人消防育英会 

 

１ 補助事業の概要 

（１）事業の目的 

 消防活動に協力又は従事し死亡又は障害の状態となった国民又は消防職員・団員 

の子供が、経済的理由により修学困難となった場合に学資等の援助を行い、もって 

公益の増進に寄与することを目的とする。 

 

（２）実施内容 

 「消防育英事業」 

  ・大学、高等学校、専門学校に在学する奨学生に対する学資金の給付 

  ・中学校、小学校に在籍する奨学生に対する学用品購入費の給付 

 

２ 予想される事業実施効果 

消防活動に協力又は従事したため災害を受けて死亡し、又は障害の状態となった者

及び消防職員又は消防団員で公務により死亡し、又は障害の状態となった者の子弟の

修学を支援することにより災害被災者の精神的・経済的支援を通じて次代を担う青少

年の健全な育成に寄与するとともに、消防職員や消防団員が安心して職務に専念でき

る環境を整えることに通じ、士気向上に好影響を与え、国民生活の安全に資すること

をもって地域社会の健全な発展に対する大きな効果が期待できる。 

 

３ 補助事業に係わる成果物 

（１）補助事業により作成したもの 

該当なし 

 

（２）（１）以外で当事業において作成したもの 

該当なし 
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４ 事業内容についての問い合わせ先 

団 体 名： 公益財団法人消防育英会 

      （コウエキザイダンホウジンショウボウイクエイカイ） 

住 所： 〒105-0021 

東京都港区東新橋1-1-19 

代 表 者： 理事長 北崎秀一（キタザキシュウイチ） 

担 当 部 署： 総務部総務課（ソウムブソウムカ） 

担 当 者 名： 係員 須郷育実（スゴウイクミ） 

電 話 番 号： 03-6263-9748 

F A X： 03-6263-9863 

E - m a i l： ikueikai＠nissho.or.jp 

U R L： https://shobo-ikueikai.or.jp/ 
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